
今回のダウンロードで平成26年度国土交通省歩掛及び損料改正に対応しました。
改正内容は以下の通りです。

　１．全面的な改定を行った工種 【15工種】

排出ガス基準値、保有形態（損料→賃料）及びクレーンの機種変更（トラッククレーン→

①維持修繕工事歩掛の新設及び改定した工種【６工種】

１．橋梁補修用の歩掛の新設【３工種】

・断面補修工、ひび割れ補修工、表面被覆工

２．維持修繕に関する歩掛の改定【３工種】
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大型土のう工、架設支保工、公園植栽工

　２．排出ガス基準値等の見直し【２２工種】

ラフテレーンクレーン）の改定を２２工種で実施。

・堤防除草工、道路除草工、切削オーバレイ工

②地盤改良用の歩掛として新たに制定した工種【１工種】

・中層混合処理工

③適用範囲、日施工量、資機材等の改定を行った工種【８工種】

・深礎工、ﾄﾝﾈﾙ工（NATM)（機械掘削工法）、防雪柵設置及び撤去工、足場工、支保工、
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　３．機械損料等記載事項の見直し【全工種対象】

建設機械等損料算定表改定に伴う名称変更等、記載事項の見直しを実施。

直轄工事において施工実態の少ないため廃止した工種。

・断熱型枠工

　５．東日本大震災の被災地の適用歩掛

被災３県における土工作業について、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ不足等を要因とした、日当り作業量の低下を確認したため、

一連の作業について日当り作業量の低減率を１０％→２０％に改定。

被災３県におけるｺﾝｸﾘｰﾄ打設作業について、ｺﾝｸﾘｰﾄ供給不足等を要因とした、日当り作業量の低下が

確認されたため、一連の作業について日当り作業量の１０％低減を継続。

ご不明な点はゴールデンリバー土木サポートダイヤルにお問い合わせください。

テクノハウス エイトピア 　0120-88-3897

　４．土木工事標準歩掛の廃止


